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第20号~ の

昭和三十一年長浜町土木工事寅施状況
合
併
一

一
ヶ
年
を

長
浜
町
長

大
長
浜
町
も
合
併
致
し
ま
し

て
満
ニ
ヶ
年
を
経
過
し
蕊
に
第

三
年
目
を
迎
え
る
の
で
あ
り
ま

便
一
す
。
と
の
こ
ヶ
年
を
回
顧
し
ま

一
す
と
一
-
人
感
慨
深
い
も
匂
が
ど

一
ざ
い
ま
す
。

一
ま
ず
第
一
に
皆
様
御
承
知
の

一
通
り
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別

一
措
置
法
に
よ
り
本
町
財
政
の
再

建
計
画
を
樹
立
し
て
一
日
も
速

町(毎月一回発行)昭和32年1月10日(一)

F 

請負人:?JJ 竣手7音工事費名事工主管者

綾俊小西
予定
32..2. 5 

予定
32. L30 

31.12.工8205.0∞ 櫛生川床聞復旧工事建設

国
求

道義

苛

顧
刀℃

藤行

勝宮本

西 岡 作 衛 し31.12.18 140.000 町道紛屋町水揚線復旧工事~，/' 

運衛尾崎31. 9. 5 2.930.∞0 

2.550.000 

事

事
ヱ
・
工

口
H

口
H

復

復

堤

t

防

波

堤

防

港

港

漁
島

海

青

出

農林

て芳岩男水穏30.11.30 30. 8.25 ~; 

己主午品

発行所

愛媛県喜多郡

長漬町役場朗

暢三

司

暢三畑山31. 6.20 

31. 6.20 

31. 4.20 エ.500.0∞
2.150.000 

~，/' ~; 

垣生松本31. 4.20 ~; 
;; 

司西国31. 6.30 

32. 1.20 

31. 4.20 1.460.0αo ;，/' ;; 

勝宮本31.10.26 3.000.000 長浜町下水道新設工事ー厚生

営直32. 3.31 

31. 3.3工

31.10. 1 4・700.000櫛生漁港修築工事

町道喜多灘白滝線改良工事

h
l
t
l
J
i
l
-
-引
ー
ミ

j
J
A
S
P
J

¥
 

氏

名西

村

正

直

大

野

雅

幸

門
田
吉
太
郎

浜

上

玄

房

小

松

高

数

鎌

田

定

子

重

松

千

鶴

伊
藤
他
三
郎

竹
内
時
治
郎

日
高
千
代
子

水
木
己
末
生

弁

上

-

清

大

白

秀

善

池
田
喜
美
夫

西

村

重

正

勝

門田吉太郎

村上

西国

森31.12. 5 

31. 9.25 

子定
32. 1.30 

32. 2.25 . 

畑山

西国

農林

県単 宮本

32. 3.31 

31. 3.14 

31. 9. 6 

31.12.20 

660.∞0'1 31.10.20 

31.10.25 

31.7 .26 

30.11.30 

30.1工.30

400.000 

25.095.000 

8.802.000 

8.802.0QO 

;，/' 

360.000 回J道大越線復旧工事

今坊海岸堤防復旧工事

4叩.∞o

640.000 

30. 8.25 

30. 8.25 

県主

単管

;，/' 

~，/' 

~，/' 

;; 

2.250.000 

1.7∞.000 

1 6ケ所

1ケ所

農
~". ;，/' 

林

申

;; 

;; 

~; 

長浜小学校増築工事

;，/' 

;~ 

Q 

;，/' 。。?，/' ~; 

計
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診

昭
和
三
十

一

t
d
4
1
1
i
i
t
i
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7
1
3
P
9
7
F正
予

町

川

J
e
Jペ
プ
納
税

J
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一
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) 菩育長州出豊相戒柴
計多

灘島浜滞生海茂生川

一
五
人

一
九
人

二
八
人

一
一
二
人

二
四
人

三
四
人

二
二
人

一
二
ハ
人

↓

0
人

三
二
人

三
五
二
人

庁
当
局
と
接
渉
し
て
漸
〈
成
案
一
行
し
て
行
く
こ
と
L
し
て
予
算
E

o

l

-

-

:

間

一

を

得

て

七

月

十

九

日

の

定

例

主

の

組

み

替

え

を

行

い

町

議

会

一

民

生

委

員

が

珊
一
会
に
提
案
致
し
ま
し
た
次
第
で
一
議
決
を
戴
い
た
の
で
あ
り
ま
す
一

.

p

z

-

j

t

i

j

'

i

'

伺

一

あ

り

ま

す

。

一

皇

室

の

適

用

に

伴

い

ま

一

.

改

選

さ

れ

ま

し

た

中
一
議
員
各
位
も
問
題
が
問
題
で

τて
議
会
か
ら
は
こ
の
士
一
月
一

i

j

.

i

一
あ
る
だ
け
に
先
づ
以
っ
て
各
地
一
末
日
迄
に
十
名
の
人
員
整
理
を
一
私
達
が
相
談
の
父
と
し
て
母
一

0

0

水
沼
イ
ヨ
子

庁
一
区
別
に
町
民
各
位
の
御
意
響
を
一
実
施
す
る
よ
う
申
出
が
あ
り
町
一
と
し
て
日
々
の
生
活
に
つ
い
て
一
繍
生
生
国
暢
庸

間
一
取
緩
め
る
よ
う
要
望
が
あ
り
ま
一
財
政
の
現
状
よ
り
し
て
こ
れ
も
一
相
談
や
指
導
に
応
じ
て
頂
く
民
一

M

菊

池

正

行

剛
一
し
た
の
で
地
区
毎
に
こ
の
問
題
一
亦
巳
む
を
得
な
い
こ
と
L
想

い

一

生

委

員

さ

ん

が

昨

年

十

一

月

末

一

。

杉

浦

秀

夫

H
H
一
に
関
す
る
懇
談
会
を
地
元
選
出
}
町
職
員
の
御
協
力
を
求
め
て
参
一
日
を
以
っ
て
任
期
が
満
了
し
今
一
須
沢
田
中
忠
登
志

一
議
員
ら
各
位
の
御
協
力
を
得
ま
一
り
ま
し
た
と
こ
ろ
職
員
諸
君
の
一
回
新
し
い
方
々
が
こ
の
職
に
つ
一

O
下

須

戒

菊

地

伝

蔵

一
し
て
開
催
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
一
涙
ぐ
ま
し
い
犠
性
的
精
神
に
よ
一
か
れ
る
と
と
に
な
り
ま
し
た
。
一

O

P

矢

野

金

夫

一
町
民
各
位
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
一
り
ま
し
て
円
満
解
決
を
見
る
と
一
向
ふ
三
ヶ
年
間
何
か
と
御
世
一

O
豊

茂

山

口

諦

識

一
と
の
地
財
法
を
適
用
さ
れ
る
と
一
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
何
と
申
一
話
を
か
け
る
民
生
委
員
さ
ん
の
一

0

0

久

保

千

穂

一
と
が
賢
明
の
策
で
あ
る
と
の
御
一
し
ま
し
て
も
毎
日
気
持
を
一
に
一
御
健
康
と
健
斗
を
祈
り
ま
せ
う
一
。
菊
地
直
観

一
理
解
あ
る
結
論
を
示
さ
れ
ま
し
一
し
て
仕
事
に
精
励
し
て
頂
き
ま
一
新
民
生
委
員
さ
ん
は
次
の
方
一

O
上

老

松

松

田

源

四

郎

一

て

七

月

二

十

四

日

の

町

議

会

に

一

し

た

職

員

に

対

し

て

二

回

に

豆

↑

々

で

す

。

白

滝

福

村

禅

教

一
於
て
議
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
一
り
整
理
す
る
こ
と
に
な
り
私
と
一
地
区
名

m

柴
田
幸
三
郎

一

す

。

一

し

ま

し

て

は

断

腸

の

思

い

を

致

一

長

浜

O
戒

川

大

野

快

真

一
私
は
と
の
法
律
が
適
用
さ
れ
一
し
て
お
る
次
第
で
あ
り
絶
大
な
一
。

O

柴

小

野

善

三

一

る

に

当

り

ま

し

て

は

二

回

も

上

一

御

協

力

を

頂

き

ま

し

た

町

職

員

(

。

庁

山

下

晃

一

京

し

ま

し

て

県

の

方

々

と

と

も

一

の

方

々

に

対

し

ま

し

て

は

深

く

「

仁

久

白

滝

岡

野

ノ

プ

子

一

に

数

日

間

深

夜

業

を

行

い

、

自

一

感

謝

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

一

長

浜

柴

窪

美

恵

子

a

一

治

庁

そ

の

他

と

の

究

渉

原

案

の

一

斯

様

に

し

て

極

度

の

緊

縮

財

一

庁

白

滝

西

泉

ト

ミ

子

に
赤
字
を
解
消
し
ま
し
て
本
町
一
こ
の
法
の
適
用
を
受
け
る
と
と
一
作
製
に
努
め
ま
し
た
と
と
は
私
一
政
下
で
は
あ
り
ま
す
が
可
能
な
一
。
喜
多
灘
山
根
カ
ヨ
子

が
健
全
財
政
に
立
直
る
ζ

と
で
↓
が
将
来
本
町
を
伸
ば
す
方
途
で
一
の
一
生
忘
れ
る
と
と
の
で
き
な
一
る
限
り
の
創
意
と
工
夫
と
に
よ
一
O
青

島

。

矢

野

元

媛

子

あ
り
ま
し
た
。
当
時
町
民
の
皆
一
あ
る
か
ど
う
か
を
詳
細
検
討
致
一
い
思
い
出
で
あ
り
ま
す
。
一
り
合
併
後
第
二
年
自
に
施
工
致
一

O
長

浜

O

P

大

西

親

光

様
の
中
に
は
巷
間
住
々
の
雲
ユ
し
ま
し
た
結
果
、
と
の
法
の
適
一
以
上
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
一
し
ま
し
た
諸
事
晶
君
別
記
し
ま
一

0

0

程
一
一
一
一
一

L
M
計
三
セ
名

が
流
布
せ
ら
れ
た
た
め
に
地
財
一
周
を
受
け
る
と
と
に
よ
り
と
の
一
本
町
と
致
し
ま
し
て
は
人
件
費
一
し
て
皆
様
の
御
参
考
に
供
し
ま
一
O
沖

浦

法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
は
一
法
に
規
定
す
る
総
て
国
の
援
助
一
物
件
費
及
び
補
助
負
担
金
等
の
一
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。
十
O
黒

田

(

欠

員

一

名

)

賛

否

爾

論

が

あ

っ

た

の

で

ご

ざ

一

に

浴

す

る

こ

と

が

本

町

百

年

の

一

消

費

的

経

費

を

極

度

に

切

り

詰

一

-

出

海

O
印
は
新
任
者

い
ま
す
が
新
町
の
発
展
を
ひ
た
一
大
計
を
樹
て
る
と
と
で
あ
る
と
一
め
、
と
れ
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
一

す
ら
念
願
し
て
日
夜
精
進
し
て
一
面
〈
信
じ
ま
し
て
こ
れ
が
再
建
一
た
経
費
を
以
っ
て
赤
字
を
解
消
一

お
り
ま
す
私
と
致
し
ま
し
て
は
}
計
書
書
を
作
製
し
、
恒
常
や
自
治
一
し
っ
、
各
種
の
建
設
事
業
を
施
一

寒
さ
の
記
録

年

農

業

土

木

工

事

賓

施

状

況

量

工

事

名

須
沢
農
道
新
設
工
事

黒
田
農
道
新
設
工
事

出
石
林
道
新
設
工
事

大
越
農
道
新
設
工
事

番
上
索
道
新
設
工
事

出
海
索
道
新
設
工
事

小
山
索
道
新
設
工
事

黒
田
農
道
復
旧
工
事

橋
立
農
道
復
旧
工
事

白
滝
治
山
治
水
工
事

山
首
治
山
治
水
ヱ
事

正
面
治
山
治
水
工
事

計
，
j

¥

-

4
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t
(
L
l
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;
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F
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p

h
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工

事

八

O
米

四
二

O
米

一一一

O
米

四
五

O
米

五
五

O
米

三一七

O
米

五
三
五
米

-
二
一
米

一
二
米

工

事

費

一0
0、
0
0
0円

一
五

0
.
0
0
0円

二
0
0
、
0
0
0円

六
0
0
、
0
0
0円

五
O
九、

0
0
0円

三
六
一
、

0
0
0円

七
三
四
、

0
0
0円

一O
二、

0
0
0円

一
四
三
、

0
0
0円

二
、
四
一

O
、

0
0
0円

一
、
恒
三
五

O
、

0
0
0円

二
、
二

0
0、
0
0
0円

八
、
八
五
九
、

0
0
0円

。
成
人
に
な
れ
ば
刑
事
法
の
ベ

で
は
、
一
人
前
の
人
間
と
し

て
そ
の
責
任
を
負
う
。

。
民
事
法
の
上
で
は
完
全
な
能

'
カ
者
と
し
て
権
利
義
務
の
主

体
と
な
っ
て
く
る
。
、
.

0
選
挙
法
の
上
で
は
、
国
家
及

び
地
方
の
政
治
に
当
る
人
々

を
選
挙
す
ろ
権
利
と
義
務
を

も
っ
。

事
業
主
体

愛共共櫛 出大出喜町

生海越 32
。媛同同 石探土砂土土 土

地地地地
施施改改改改
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一一京高←

る
が
余
り
濃
厚
な
も
の
は
同
化
一
橋
付
予
定
地
の
排
水
良
好
な

作
用
や
呼
吸
作
用
を
阻
害
す
る
一
所
は
蛸
壷
を
排
水
の
悪
い
所
は

為
生
理
機
能
の
障
害
に
よ
っ
て
一
重
壕
を
堀
り
粗
大
宥
機
物
と
土

花
芽
の
分
化
を
悪
く
す
る
ほ
か
一
壌
を
交
互
に
入
れ
上
部
に
至
つ

り
か
薬
害
の
直
接
的
な
原
因
と
一
て
は
腐
熟
推
肥
と
土
壌
を
良
く
一
国
民
健
康
保
険
誕
生
第
二
年
目

も
な
る
の
で
濃
度
を
あ
や
ま
ら
一
混
和
す
る
。
北
の
場
合
理
込
材
一
の
新
春
を
迎
へ
被
保
際
者
各
位

ぬ
様
に
す
る
事
。
一
料
に
よ
り
異
る
が
普
通
穴
の
深
一
の
御
健
康
と
御
多
幸
を
心
か
ら

2
菰

掛

け

敷

草

一

さ

の

和

分

n

伎
は
地
面
よ
り
土
を
一
御
祝
福
申
上
ま
す
と
同
時
に
過

寒
害
一
は
夙
を
伴
う
と
其
の
被
一
盛
る
必
要
が
あ
る
。
一
去
一
ヶ
年
の
歩
み
を
反
省
し
来

園

司

-

唱

を

助

長

す

ゅ

の

で

特

に

風

当

一

草

木

植

付

後

一

は

毎

年

一

格

が

伸

一

る

べ

き

年

に

備

へ

る

よ

す

が

と

予
一
て
柑
橘
園
作
業
一
個
々
の
箇
に
於
け
る
隔
年
結
果
一
り
の
甚
た
し
し
所
は
夙
の
当
る
一
び
る
に
従
っ
て
其
の
外
側
を
植
一
致
し
度
い
と
存
じ
ま
す
。

ov一
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
、
一
土
壌
管
理
、
豊
富
町
定
、
病
害
一
回
だ
け
で
も
菰
掛
け
し
て
落
葉
一
付
前
同
様
深
耕
し
て
や
る
必
要
一
秀
共
の
国
保
が
孤
々
の
声
を

知
一
豊
作
(
と
言
わ
れ
た
柑
橘
類
一
虫
の
防
除
又
は
経
営
面
に
於
け
一
を
防
止
す
る
。
温
州
は
勿
論
の
玄
あ
る
。
こ
う
す
る
事
に
よ
っ
玄
げ
た
の
は
昭
和
三
十
一
年
一

一
も
実
際
牧
穫
し
て
見
る
と
安
外
一
る
生
産
費
の
問
題
生
寸
を
反
省
し
一
車
特
に
弱
い
雑
柑
類
に
於
て
其
一
て
土
壌
の
理
学
的
性
質
を
改
善
一
月
一
日
で
、
早
く
も
満
一
ヶ
年

一
少
な
か
っ
た
。
比
れ
は
唯
本
郡
一
本
年
の
最
も
急
を
要
す
る
問
題
一
の
必
要
性
が
あ
る
。
一
し
て
地
カ
を
増
進
し
根
が
深
部
一
を
経
過
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

一
ば
か
り
で
な
く
本
県
は
勿
論
の
一
の
把
握
を
充
分
に
行
う
様
に
す
一
夜
掛
け
は
余
り
密
な
も
の
を
一
迄
伸
び
る
の
で
根
の
活
動
が
佳
一
此
の
間
、
多
少
の
障
害
は
あ
り

一
事
他
県
に
於
て
も
同
様
な
傾
向
三
、
之
を
行
う
に
は
是
非
甲
山
一
般
一
や
る
と
光
線
不
足
に
よ
り
同
化
一
良
と
な
り
少
肥
多
放
の
道
が
関
一
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
療
養
を
担

一
が
見
ら
れ
て
唐
古
一
生
活
を
続
け
た
い
も
の
で
あ
る
一
宮
が
低
下
し
て
花
芽
の
分
化
が
一
け
る
。
一
当
さ
れ
る
町
内
医
師
各
位
の
絶

一
此
の
原
因
に
つ
い
て
状
況
を
一
幸
に
昨
年
よ
り
同
志
会
の
協
力
志
く
な
る
の
で
な
る
べ
く
疎
目
一

2
改
植
の
準
備
一
大
な
御
協
力
と
被
保
険
者
の
深

一
一
一
い
て
見
る
と
夏
期
の
早
魅
に
一
に
よ
り
箇
芸
四
ヶ
年
目
謹
一
寸
の
一
の
も
の
が
良
い
J

一
老
木
に
よ
る
荒
廃
園
或
は
天
一
い
御
理
解
に
支
え
ら
れ
た
ど

二
っ
て
玉
太
り
が
著
し
〈
抑
え
一
普
及
も
良
好
で
あ
っ
た
が
本
年
一
冬
期
の
敷
草
は
土
壌
保
湿
の
一
牛
、
樹
脂
病
の
為
に
枯
死
し
た
一

J
¥し
い
歩
み
な
が
ら
も
一
歩

り
一
ら
れ
た
事
が
主
原
因
の
様
で
あ
一
も
之
が
読
一
行
を
必
ら
ず
行
い
よ
一
列
、
地
表
か
ら
の
水
分
の
発
散
一
後
に
補
植
す
る
様
な
処
も
新
植
一
々
々
前
進
を
続
け
第
一
回
の
誕

1
一
る
が
其
の
他
春
期
の
低
温
多
一
関
一
り
一
層
の
飛
躍
進
歩
を
御
願
い
一
を
防
止
し
地
カ
の
壇
場
、
土
壌
一
地
同
様
植
穴
の
準
備
が
必
要
で
一
生
日
を
迎
え
ま
す
事
は
御
同
慶

一
夏
期
の
高
温
乾
燥
に
よ
る
果
実
一
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
一
侵
蝕
の
防
止
と
な
る
。
'
一
応
る
。
一
に
堪
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
同

一
一
純
一
一
一
一
一
ア
純
一
抗
日
間

r
一

一

一

、

防

寒

一

三

、

新

植

及

び

一

り

一

一

時

一

時

耕

一

一

日

1
一
一
一
段
一
一
程
呈
の
も
の
が
ど
ぎ

E
7る
樹
勢
の
衰
弱
、
秋
期
(
攻
一
新
春
と
言
え
ど
も
本
格
的
な
一
改
植
の
準
備
一
期
生
育
か
著
し
く
患
い
。
一
事
業
を
開
始
す
る
に
当
り
一

俳
官
一
穫
前
)
の
異
状
低
温
乾
燥
等
が
一
寒
さ
の
到
来
す
る
の
は
今
月
か
十
近
年
増
大
し
つ
L
あ
る
新
植
一
此
の
忌
地
対
策
と
し
て
は
新
一
番
怨
念
さ
れ
た
事
は
「
事
業
の

一
多
少
な
り
と
も
影
響
し
た
結
果
一
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
十
二
月
に
一
反
は
改
植
は
比
較
的
暇
な
比
の
一
極
と
同
様
深
耕
粗
大
有
機
物
の
一
当
初
に
於
い
て
、
保
険
に
対
す

一
今
年
の
様
な
結
果
に
な
っ
た
の
一
防
寒
設
備
の
出
来
な
か
っ
た
処
一
期
に
準
備
を
し
て
置
き
度
い
。
一
埋
込
み
が
一
番
良
く
其
の
他
焼
一
る
被
保
険
者
の
信
頼
を
裏
切
る

一
で
は
ば
か
ろ
う
か
と
急
は
れ
る
一
は
厳
寒
期
に
入
る
迄
に
出
来
る
一
植
穴
は
柑
橘
薗
ば
か
り
で
な
一
土
、
客
土
も
大
い
に
効
果
が
あ
一
様
な
事
態
が
生
じ
れ
ば
よ
い
が

一
従
っ
て
果
実
の
発
育
が
そ
れ
だ
一
だ
け
早
く
実
施
す
る
こ
と
。
一
く
他
の
果
樹
で
も
同
様
だ
が
稿
一
る
の
で
出
来
れ
ば
実
施
し
た
い
ご
と
云
う
事
で
あ
り
ま
し
た
。

の
一
け
悪
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
其
一

1
機
械
泊
乳
剤
の
撒
布
一
付
時
期
に
成
っ
て
急
い
で
堀
る
一
其
の
他
苗
木
を
出
来
る
だ
け
一
と
れ
を
具
体
的
に
申
し
ま
す

一
の
影
響
は
樹
に
も
及
ん
で
居
る
一
本
剤
の
撒
布
は
防
寒
だ
け
で
一
所
が
多
く
植
付
後
の
凹
み
が
箸
一
大
き
く
育
て
L
か
ら
横
付
け
る
一
と
保
険
の
診
療
は
「
必
要
に
し

一
関
係
上
各
種
災
害
に
対
す
る
抵
一
な
く
介
殻
虫
類
や
赤
ダ
ニ
等
の
一
し
〈
極
端
な
深
植
を
見
か
け
る
一
と
か
又
砧
木
の
種
類
を
換
え
る
一
て
充
分
な
診
療
」
を
原
則
と
し

一
抗
力
が
著
し
く
低
下
し
て
居
る
一
越
冬
害
虫
を
駆
除
す
る
効
果
も
一
が
比
の
様
な
事
の
無
き
様
前
も
一
の
も
良
策
で
あ
る
。
一
ま
す
の
で
、
自
由
診
療
の
そ
れ

白
一
と
思
わ
れ
る
か
ら
今
後
の
作
業
一
高
い
か
ら
十
二
月
実
施
出
来
な
一
っ
て
植
穴
を
堀
り
粗
大
有
機
物
一
一
の
如
く
自
由
自
在
に
、
或
る
場

町
一
管
理
に
当
つ
て
は
以
上
の
事
を
五
つ
れ
所
は
一
日
も
早
く
実
施
一
を
充
分
入
れ
植
付
時
期
に
直
ち
一
女
大
安
一
合
に
は
そ
の
治
療
が
無
駄
で
は

l

一

良

く

吟

味

し

て

充

分

な

対

策

を

一

し

て

裁

き

度

い

。

I

-

に

種

付

け

出

来

る

様

に

し

て

置

一

一

工

い

か

と

思

は

れ

て

も

「

ま

ぁ

一

樹

て

る

必

要

が

あ

る

。

一

本

荊

の

撒

布

に

よ

っ

て

繁

一

回

一

れ

度

い

。

一

女

大

安

一

心

配

の

為

に

こ

の

薬

も

・

」

と

去

一
尚
各
自
の
技
術
の
進
歩
に
、
伴
い
一
に
治
幕
が
形
成
さ
れ
防
寒
と
な
一

1
新

植

の

準

備

一

安

貴

女

一

っ

た

様

に

経

い

い

沢

な

治

療

は

認
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'

e

ー
!
一
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
世
↓
常
に
関
連
を
も
た
せ
、
双
方
の
一
村
か
ら
の
地
知
に
よ
っ
て
、
そ

一

平

工

更

盟

主

ー

均

事

D
司
自
l
l
l
J
一
帯
主
そ
の
続
柄
、
本
籍
、
第
五
裁
を
一
致
さ
せ
る
と
ど
に
な
一
そ
の
者
の
住
所
及
び
住
所
主

¥♂
E
3
2
6

言
一
一
住
所
を
定
め
た
年
目
、
従
前
一
っ
て
お
り
ま
す
。
号
、
住
所
一
め
た
年
月
日
も
記
載
さ
れ
て
お

一
寸
i
l
l
l
I
l
l
1
1
1
I
l
i
l
l
l
1
1
1
1
二
の
住
所
等
が
記
載
さ
れ
て
お
り
一
地
の
市
町
村
は
、
同
制
度
施
行
一
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
初

時

一

「

l
lよ
そ
の
一
一
)
一
宮
内
問
賊
誌
主
的
問
伊
良
市
院
長
一
M
M
十
時
程
前
日
程

一

・

一

項

に

変

更

を

生

じ

た

と

を

に

は

一

記

載

事

項

(

氏

名

、

生

年

月

日

一

れ

た

の

で

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

と
住
民
登
録
制
度
の
概
要
一
々
的
に
住
民
の
登
録
を
実
施
し

τの
都
度
住
民
か
ら
の
層
雪
一
語
、
戸
籍
の
表
示
〔
本
籍
と
一
後
住
所
の
変
更
等
が
あ
っ
た
と

一
一
た
の
で
は
、
登
録
の
摘
果
を
十
一
た
は
市
町
村
が
職
権
で
そ
の
記
一
戸
籍
の
筆
頭
者
の
民
名
〕
住
所
一
き
は
、
そ
の
都
度
住
所
地
市
町

(
一
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務
は
一
分
各
種
行
政
事
務
に
荊
用
す
る
一
載
を
し
た
り
、
訂
正
を
す
る
と
一
、
住
所
を
定
め
た
年
月
日
)
を
一
村
か
ら
そ
の
旨
を
本
籍
地
市
時

一
市
町
村
に
お
い
て
処
理
す
る
も
一
上
に
お
い
て
償
値
が
減
少
す
る
一
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
従
つ
一
そ
の
者
の
本
籍
地
む
市
町
村
に
一
村
に
通
知
さ
れ
、
ま
た
、
本
籍

一
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
住
民
一
た
め
、
法
律
を
も
っ
て
全
国
の
一
て
住
民
票
の
記
載
は
常
に
市
町
一
通
知
し
、
本
籍
地
の
市
町
村
は
一
や
戸
籍
の
-
氏
名
等
に
変
更
が
生

一
登
録
は
、
市
町
村
の
住
民
を
登
一
市
町
村
が
同
一
の
手
続
方
法
に
一
村
の
住
民
の
実
態
と
一
致
し
た
一
そ
の
通
知
事
項
と
戸
籍
の
記
載
一
じ
た
と
守
は
、
本
籍
地
市
町
村

一
録
し
、
そ
の
居
住
関
係
を
公
証
一
従
っ
て
相
互
に
連
絡
し
て
処
理
一
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
一
と
を
照
合
し
て
、
そ
の
結
果
を
一
か
ら
住
所
地
市
町
村
に
還
知
が

一
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
一
さ
れ
る
と
と
t

ふ
さ
れ
て
い
る
の
一
で
あ
グ
ま
す
。

ζ

の
住
民
票
は
一
更
に
住
所
地
の
市
町
村
へ
逮
知
一
な
さ
れ
る
等
、
市
町
村
相
互
間

1
一
ま
す
か
ら
、
住
民
の
立
場
か
ら
一
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
市
町
一
い
わ
ば
そ
の
市
町
村
の
「
住
民
一
す
る
措
置
に
よ
っ
て
住
民
票
の
一
で
密
接
な
運
絡
を
保
っ
て
お
り

町
一
は
市
町
村
に
お
い
て
こ
の
事
務
一
村
は
そ
の
住
民
(
外
国
人
は
こ
一
名
簿
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
一
記
載
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
一
ま
す
。
そ
の
結
果
、
本
籍
地
の

引
一
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
の
が
一
の
登
録
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
一
あ
り
ま
じ
て
住
民
登
録
制
度
に
一
個
々
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
た
の
一
市
町
村
に
お
い
て
も
そ
の
者
の

り
一
届
出
そ
の
他
の
関
係
か
ら
い
っ
一
)
を
も
れ
な
く
登
録
し
て
い
る
一
お
い
て
は
最
も
重
要
な
役
割
を
一
で
あ
り
ま
す
。
一
方
本
籍
地
の
一
住
所
が
常
に
明
瞭
に
さ
れ
て
い

狩
一
て
も
便
利
で
も
あ
り
、
ま
た
登
一
の
で
あ
り
ま
す
が
、
市
町
村
役
一
果
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
一
市
町
村
で
は
、
そ
の
区
域
内
に
一
る
し
む
い
う
、
今
ま
で
に
は
見
ら

間
一
録
の
結
果
は
住
民
の
資
格
認
定
一
場
に
備
え
付
け
て
あ
る
と
の
登
一
・
一
本
籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
戸
一
れ
な
か
っ
た
利
便
も
あ
る
わ
け

嗣
一
の
基
礎
資
料
と
し
て
市
町
村
の
一
録
の
台
帳
を
「
住
民
票
」
(
住
民
一
住
民
票
と
戸
籍
一
籍
を
単
位
と
し
て
、
.
「
戸
籍
の
一
で
す
。
〆

f
-
各
種
の
行
政
事
務
処
理
に
十
分
一
票
を
綴
っ
た
も
の
を
住
民
需
と
一
と
の
関
連
一
附
票
」
が
作
ら
れ
て
あ
り
ま
。

利
用
す
る
上
に
も
、
そ
の
方
が
一
い
L
ま

す

)

と

い

い

ま

す

。

住

一

一

と

の

附

票

に

は

戸

籍

に

記

載

さ

最
も
適
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
一
民
票
は
世
帯
を
単
位
、

aし
て
作
一
住
民
票
の
記
載
の
正
確
を
期
す
一
れ
て
い
る
本
籍
、
氏
名
を
移
記

ま
±
ー
し
か
し
各
市
町
村
が
個
一
ら
れ
て
お
り
、
と
れ
に
各
人
の
一
る
た
め
、
住
民
票
と
戸
籍
と
を
一
す
る
ほ
か
、
右
の
住
所
地
市
町

(二)
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実
施
前
よ
り
機
会
あ
る
ご
と
に
ヱ
柳
生
セ
セ
、
二
%
一
来
る
丈
こ
の
不
足
を
補
ラ
こ
と

!
V
M

一
普
及
に
努
め
て
居
り
ま
す
が
今
庁
大
和
八
八
、
五
Mm

一
L
し
、
絶
対
不
足
す
る
額
を
生

ル
4
一
一
だ
充
分
に
徹
底
し
て
居
な
い
点
庁
出
海
九
三
、
三
Mm

一
じ
た
場
合
は
、
昭
和
三
十
二
年

一
の
あ
り
ま
す
事
は
全
く
吾
々
係
之
吾
多
灘
九
三
、
五
Mm

一
度
に
於
い
て
補
て
ん
す
る
方
法

め
ら
れ
ず
、
其
の
病
気
に
対
し
一
員
の
不
敏
の
致
す
処
で
あ
り
ま
庁
白
滝
九
五
、
八
%
一
を
取
り
度
い
と
考
へ
て
居
り
ま

V
出

て
必
要
な
投
薬
で
あ
り
治
療
で
一
し
て
其
責
任
を
痛
感
し
駄
馬
に
平
均
八
三
、
六
Mm

一す。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ら
ユ
鞭
打
ち
勉
励
致
し
て
居
り
ま
す
一
唱
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
一
歳
出
の
商
で
は
療
養
の
給
付
に
沖
注
良
二

必
要
と
云
う
限
度
が
巌
然
と
存
一
第
二
の
点
は
保
険
税
の
賦
課
を
一
賦
課
金
が
滞
っ
て
も
医
師
へ
の
一
要
す
る
費
用
が
当
初
の
計
画
吃
-
唯
一
時
一
一
間

在
し
て
居
ま
す
の
で
こ
れ
が
療
一
適
正
に
行
う
事
、
生
活
保
護
法
一
支
払
を
廷
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
主
廻
り
予
算
額
に
不
足
を
生

2
T長
喜

養
担
当
者
に
ど
う
扱
は
れ
、
被
一
に
よ
る
医
療
扶
助
の
併
用
等
に
一
ん
し
た
が
っ
て
不
足
額
は
一
時
一
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
せ
ら
一
時
泉

保
険
者
に
何
う
受
け
取
ら
れ
る
一
よ
り
或
る
程
度
解
決
出
来
る
と
一
借
入
れ
て
医
師
へ
支
払
う
こ
と
一
れ
ま
す
。
其
の
徴
候
と
し
て
受
一
鯛
一
叫
政
唯
一

か
と
云
う
声
で
あ
り
ま
し
た
が
一
患
い
ま
す
が
弟
五
の
点
に
至
つ
一
と
な
り
、
と
の
利
子
が
又
皆
さ
一
診
率
が
非
常
に
高
率
を
示
し
て
中
川
喜
代
志

こ
れ
は
町
内
療
養
担
当
者
各
位
一
て
は
仲
々
簡
単
に
事
務
的
な
処
一
ん
の
余
分
な
負
担
と
な
り
ま
す
一
居
る
事
で
現
在
(
九
月
末
)
の
凌
一
宮
井
置

の
絶
大
な
御
協
力
を
頂
い
た
御
一
理
で
は
解
決
出
来
な
い
と
恩
い
一
こ
の
際
成
績
の
よ
く
な
い
地
区
一
診
率
累
計
は
一
四
九
Mm
に
遣
し
い
宮
井
敬
光

蔭
で
殆
ん
ど
杷
憂
に
終
り
ま
し
一
ま
す
。
尤
も
こ
の
種
の
人
に
は
一
に
於
か
れ
て
は
特
に
奮
起
を
御
一
こ
の
状
態
が
年
度
末
ま
で
続
く
一
掃
田
潤

た
一
強
制
措
置
を
発
動
す
る
こ
と
に
一
願
い
し
度
い
も
の
で
あ
り
ま
す
一
と
す
れ
ぽ
霊
ム
計
蓄
の
二
五

O
一
首
謀
一
駄
郎

町
内
に
於
け
る
特
殊
な
ケ
1
一
よ
り
本
人
の
我
遣
を
自
覚
せ
し
一
次
に
事
業
計
書
並
に
現
況
に
つ
一

Mmを
進
に
上
廻
つ
ペ
約
三

O
O
一
友
沢
議
長
十

ス
は
数
件
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
一
め
る
方
法
も
と
り
ま
す
け
れ
ど
一
い
て
検
斗
し
本
年
度
の
運
営
方
一
労
と
県
下
で
最
高
。
率
を
示
す
一
河
野
健
二

も
ζ

れ
も
却
っ
て
被
保
険
者
に
一
も
こ
れ
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
一
針
に
ふ
れ
て
見
た
い
と
存
じ
ま
一
こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
ま
す
。
一

国
保
の
本
質
を
理
解
し
て
頂
く
一
っ
て
格
本
的
な
解
決
と
は
な
り
一
す
?
一
従
っ
て
こ
の
超
過
額
。
保
険
者
一
亀
井
利
雄

機
縁
と
な
り
ま
し
た
。
一
ま
せ
ん
、
ど
う
し
て
も
被
保
険
一
先
づ
事
業
計
画
に
つ
い
て
県
一
負
担
分
は
昭
和
三
十
二
年
度
に
一

か
く
し
て
今
日
で
は
国
保
は
町
一
者
の
お
互
が
、
自
分
達
の
問
題
一
平
均
と
本
町
の
そ
れ
と
比
較
し
一
於
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
L
成
る
一
谷
井
裕

民
の
生
活
に
直
結
す
る
最
も
強
一
と
し
て
取
上
げ
励
ま
し
会
い
努
一
て
見
ま
す
と
別
表
の
通
り
と
な
一
訳
で
.
あ
り
ま
す
。
一

カ
で
最
も
普
遍
的
な
穣
社
機
関
一
カ
し
会
っ
て
常
に
反
省
の
機
会
一
り
ま
す
。
一
以
上
で
本
可
国
保
が
現
在
何
の

4
d口
義
数

と
し
て
発
展
し
っ
、
あ
る
事
は
一
を
与
え
て
頂
く
意
外
に
道
は
な
一
別
表
の
様
な
計
一
闘
で
昭
和
三
十
一
様
な
状
態
で
何
の
様
に
運
営
芯
対
制
鵡
矯

誠
に
嬉
し
い
事
で
あ
り
ま
す
。
一
い
と
思
は
れ
ま
す
、
保
険
税
等
一
一
年
度
の
事
業
を
実
施
し
今
日
一
れ
て
居
る
か
と
云
ふ
事
が
概
官
官
坂
汗
孝
孝

次
に
は
財
政
運
営
の
点
で
、
保
一
の
納
-A
取
扱
の
単
位
を
部
落
単
一
に
至
っ
て
居
る
訳
で
あ
り
ま
す
一
御
理
解
頂
け
た
事
と
存
じ
ま
』
与
え
松
岡
田
郎

険
税
及
び
診
療
を
受
け
た
後
の
一
位
と
し
て
居
る
の
も
、
そ
の
地
一
が
車
業
始
期
の
四
月
よ
り
九
月
一
が
当
町
国
保
に
取
っ
て
本
年
度
一

一
部
負
担
金
が
果
し
て
順
調
に
一
区
全
体
の
貫
任
に
於
い
て
完
納
一
半
年
間
の
事
業
実
績
を
検
斗
し
一
は
か
怒
り
苦
し
い
試
練
の
年
度
一
沼
よ
徳
市

取
納
出
来
る
か
否
か
と
云
う
と
一
し
て
頂
く
事
が
目
標
な
の
で
あ
一
の
て
見
ま
す
と
若
干
計
画
の
通
一
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
国
保
が
一
時
石
義
軒

と
で
あ
り
ま
す
一
り
ま
す
。
過
去
六
ヶ
月
間
(
四
一
り
い
か
な
い
点
が
生
じ
て
来
つ
一
社
会
福
祉
の
根
幹
と
し
て
大
ぎ
一
梅
顕
正
夫

I
1
一
月
一
日
よ
り
八
月
末
日
)
の
実
一

L
あ
る
様
で
あ
り
ま
す
。
一
く
取
上
げ
ら
作
時
代
の
脚
光
を
一
徳
山
広
見

¥
¥
汁
り
/
一
績
を
見
ま
す
と
保
険
税
に
つ
い
一
先
づ
歳
入
品
で
一
般
会
計
繰
一
浴
び
て
来
ま
し
た
事
は
御
霊
議
竺
コ

¥北
4

一

f
R
/

一
て
は
殆
ん
ど
完
納
に
近
く
県
の
一
入
金
が
減
額
さ
れ
る
見
込
み
で
一
の
至
り
で
あ
り
ま
ず
け
れ
ど
も
一
二
宮
久
行

¥
険
ー
川
一
%
私
/
一
平
均
を
越
え
る
好
成
績
で
比
の
一
占
め
る
事
、
こ
れ
は
町
が
地
方
財
一
こ
れ
ら
の
機
構
の
総
て
が
整
備
一
松
田
信
義

子

山

」

d
r
ι
J
一
調
子
で
行
け
ば
年
度
末
に
は
昨
一
政
再
建
法
の
適
用
を
受
け
る
事
一
さ
れ
順
調
に
廻
転
す
る
に
至
る
一
町
一
様
一
総

京

総

対

り

ん

ご

諸

問

併

殺

十

日

経

由

一

説

γ見
立

時

間

1
控

訴

続

四

日

時

間

訪

れ

一

V
死

/万
¥

M

/

¥

一
補
助
も
相
当
高
率
と
な
る
見
込
一
保
険
者
一
人
当
り
に
し
て
四
五
一
覚
悟
せ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
ぃ
。
一

メ
六
三
井
神
明
会
¥
¥
一
み
で
あ
り
ま
す
、
と
こ
ろ
が
二
円
の
減
額
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
一
古
い
言
葉
で
す
が
「
梅
は
寒
苦

/
l
1
i
¥
一
部
負
担
金
の
納
入
に
つ
い
て
現
一
た
訳
で
、
こ
の
歳
入
欠
か
ん
は
一
を
経
て
芳
香
を
発
す
」
と
申
し

一
況
を
見
ま
す
と
保
険
税
の
そ
れ
一
歳
出
を
切
つ
め
る
か
.
税
金
を
一
ま
す
。
こ
の
苦
し
さ
を
切
抜
け

右

の

表

が

一

示

す

通

り

保

険

財

政

一

一

一

一
の
如
く
立
派
な
成
績
を
期
待
す
一
増
額
し
て
補
な
は
ね
ば
な
ら
な
一
た
将
来
に
明
る
い
希
望
を
持
た

の
六
七
、
一
八
Mm
は
被
保
険
者
一
る
事
は
い
さ
よ
困
難
な
様
で
一
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
一
れ
療
養
担
当
者
に
被
保
険
者
各

の
納
付
す
る
保
険
税
と
一
部
負
一
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
地
区
別
に
一
度
は
増
額
の
措
置
を
避
け
て
、
一
位
の
倍
旧
の
御
協
力
を
御
願
申

担
金
に
よ
っ
て
賄
は
れ
る
訳
で
一
分
け
て
見
ま
す
と
一
歳
出
を
極
度
に
切
り
つ
め
る
と
一
上
げ
ま
し
て
こ
の
稿
を
終
り
度

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
一
日
長
浜
六
九
、
七
%
一
同
時
に
賦
課
金
の
完
全
徴
段
、
を
一
い
と
存
じ
ま
す
。
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野1

~/ 
十
二
月
の

生

本
庁
分

長

女

千

秋

二

男

健

二

三

男

勇

長

男

輝

彦

長

男

優

長

女

明

子

長

男

優

長

男

喜

則

長

男

洋

'
長
女
雅
子

長

男

毅

二

男

保

畏

友

ト

ν
ェ

畏

女

初

美

長

男

典

昭

書
多
灘
分

長
女
千
代
子

櫛
生
分

長

男

実
大
和
分

二

女

晴

子

三

男

勝

長

男

・

昇

長

女

静

愛

長
女
ア
ケ
ミ

白
滝
分

二

男

武

夫

長

男

憲

一

畏
女
美
恵
子

三
女
五
十
鈴

三

女

仁

美

二

男

和

宏

男

国

夫

長

男

秀

夫

二

女

京

子

二

男

充

典

長

女

久

美

亡

本
庁
分

中
田
浜
子

久
保
ハ
マ

永
井
亀
市
ー

下
回
ト

ν
エ

大
谷
和
賀
子

井
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